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１	 はじめに 
	 	 かって私は、漫然と考えていた。１９世紀末から２０世紀前半に飛躍的に発展した核

物理学、核化学、原子力工学の成果を、人類の生活向上に生かすことは当然のことであ

り、安全性の確保が大前提ではあるが、原発を導入し、利用することは必ずしも反対す

ることではないのではないかと。１９８６年４月、チェルノブイリ原発事故に直面した

ときも、うかつにも、日々の目先の業務にかまけて、深くその意味を考えることをせず、

漠然と原発の危険性を考えるにとどまり、「脱原発」の行動に加わることはなかった。し

かし、福島第一原発事故の衝撃は余りにも大きかった。遅ればせながら、私も、原発か

ら速やかに撤退しなければならないと考えるようになった。 
私は、先に、核燃料サイクルの問題点を検討し、いまや、それは完全に破綻している

ことを指摘、原発推進路線は、早晩、撤退を迫られること必定であることを論証し、市

民は、確信を持って「脱原発」の運動を強めなければならないことを呼びかける一文を

発表したことがある（拙文「原子力発電に反対することは憲法実践である」兵庫県弁護

士９条の会発行）。本稿は、その続編である。 
	 昨年１２月の総選挙の結果、自民党が衆議院４８０議席のうち、２９５議席を占め、

衆議院では、その他の改憲勢力とあわせると憲法改正発議要件である総議員の３分の２

以上となることは確定的となった。一方、参議院においては、総議席２４２のうち、自

民党は８３に過ぎず、その他の改憲勢力を加えても３分の２には満たない状況である。

しかし、今夏の通常選挙によって、参議院でも、改憲勢力が３分の２以上の議席を獲得

することになれば、憲法９条の改正が現実的な歩みを進めることになってしまうだろう。

実際、新たに発足した安倍政権は、アベノミクスなるバブル政策によって円安・株高を

現出し、見かけ上の景気回復の雰囲気を演出することに成功しているようで、高い内閣

支持率を維持し、自民党もその恩恵に浴して支持率を増やしている。このままでは、自

民党ほか改憲勢力が大幅に議席を伸長させることを危惧せざるを得ない状況にある。 
安倍政権は、当面憲法９６条の憲法改正規定の要件緩和をはかることを優先するとし

つつ、９条のもとでも集団的自衛権は認められるとの解釈改憲を押し進めるとともに、

９条を、自衛権の発動を容認する、国防軍を持つなどの趣旨の盛り込んだ規定に改正す

ることなどを内容とする改憲案を掲げている（２０１２年４月策定の自民党・「日本国憲



2 
 

法改正草案」）。 
安倍政権は、原発問題に関しても、民主党政権のもとで動揺していた原発推進路線を

立て直し、旧来の軌道に修復しようとしているやに見える。 
本稿では、原発を導入、推進してきたことは誤りであること及び速やかに原発をやめ

るべきであることの論拠を提示した上で、そうしたことは誰もが理解できる当たり前の

ことであるのに、わが国政府は、なぜ導入し、推進してきたのか、またなぜ今、速やか

に原発をやめられないのかとの疑問を提起し、その疑問を解明することを試みた。そし

て解明された答えは憲法９条からは到底容認できないこと、従って「脱原発」の運動は

憲法９条を守る運動と通底するものであることを明らかにし、「脱原発」の運動は、憲法

９条を守る運動と論理的に結合するものであるから、これらの運動を総結集して、安倍

政権の野望を打ち砕かねばならないことを提唱する。 
２	 「脱原発」の声 

福島第一原発事故後、「脱原発」の声は、国民の中に深く浸透して、国民の多数意見と

なった。世論調査の結果を見て見よう。 
	 （１）	 安倍政権成立前 

	 朝日新聞が２０１１年４月１６、１７日に実施した全国定例世論調査（電話）では、

「原子力発電は今後どうしたらよいか」という質問に対する回答は、「増やす方がよい」

５パーセント、「現状程度にとどめる」５１パーセント、「減らす方がよい」３０パー

セント、「やめるべきだ」１１パーセント。２００７年の朝日新聞の調査では、「増や

す」１３パーセント、「現状程度」５３パーセント、「減らす」２１パーセント、「やめ

る」７パーセントで、「減らす」と「やめる」の合計が２８パーセントにとどまってい

たから、それと比べると世論は、「脱原発」へシフトしつつある途上にあったと見るべ

きであろう。 
これに引き続いて朝日新聞が２０１１年６月１１、１２の両日実施した定例の全国世

論調査（電話）では、「原子力発電を段階的に減らして将来はやめる」ことに賛成が７

４パーセント、反対が１４パーセントだった。さらに定期検査で運転停止している原

発に関して、「国が求める安全対策が達成されれば」という条件を掲げて、再開の賛否

を聞いたところ、再開に賛成５１パーセント、反対３５パーセントだったが、原発の

ある１３道県では、再開反対が全体よりやや多かった。世論は、このころまでには「脱

原発」へ大きくシフトしたと言える。 
この後、どの世論調査も、以下のとおり同様な結果を示している。 

	 共同通信が２０１１年７月２３、２４両日に実施した全国世論調査（電話）。菅直人

首相が表明した「脱原発」方針に対し、「賛成」は３１・６パーセント、「どちらかと

いえば賛成」が３８・７パーセントで、計７０・３パーセントを占めた。 
毎日新聞が２０１１年８月２０、２１日実施した全国世論調査（電話）。原発を「今

すぐ廃止すべきだ」が１１パーセント、「時間をかけて減らすべきだ」が７４パーセン
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ト、「減らす必要はない」は１３パーセント。 
	 この傾向は、翌２０１２年になっても続く。 
朝日新聞が郵送方式で実施した世論調査（２０１２年８月２５日発表）では、「原子

力発電を全面的にやめるとしたら、いつごろが適当か」の問いに対し、「すぐにやめる」

１６パーセント、「５年以内」「１０年以内」が各２１パーセントで、１０年以内に脱

原発を望む人が計５８パーセントとなった。他の選択肢は「２０年以内」１６パーセ

ント、「４０年以内」６パーセント、「４０年より先」２パーセント、「将来もやめない」

８パーセントだった。 
毎日新聞が２０１２年９月１７日発表した全国世論調査では、政府が２０３０年代

の原発稼働ゼロを目指す方針を決めたことについて「支持する」は６０％を占め、「支

持しない」（３６％）を大きく上回った。 
	 （２）	 安倍政権発足後  

本年１月１６日、ＮＨＫ、民主党政権下で策定された原発を２０３０年代にゼロと

するという「革新的エネルギー・環境戦略」を見直すという安倍総理が打ち出した考

えについて、「見直し賛成」が４３パーセント、「見直し反対」が２１パーセント、「ど

ちらともいえない」が３０パーセントであったとの世論調査の結果を発表した（ＮＨ

Ｋによれば、本年１月１２日から３日間、全国の２０歳以上の男女を対象に、コンピ

ューターで無作為に発生させた番号に電話をかける「ＲＤＤ」という方法で世論調査

を行い、調査対象の６８パーセントにあたる１１３８人から回答を得たとのことであ

る。）。しかし、これは設問の立て方を単純化し過ぎているのみならず、もともと「革

新的エネルギー・環境戦略」自体、ただちに原発ゼロという大きな国民世論を抑えて

策定された経緯もあって必ずしも脱原発世論をくみ上げたものとは言えないものであ

った（見直しと言っても「ただちにゼロ」という方向への見直しもある。）ので、この

結果を見て、脱原発の声が衰えたと即断することはできない。むしろ、「見直し反対」

が２１パーセント、「どちらともいえない」が３０パーセントという数字に意味がある。 
福島民報社が、福島第一原発事故の地元である福島で、本年１月５日まで行った県

民意識調査によると、福島第一原発５、６号機、福島第二原発の再稼働の可否や将来

のエネルギー源に対する考えを聞いたところ、その結果は、「全て廃炉にすべき」との

回答が７５・４パーセントを占め、「福島第二原発のみ稼働すべき」（１６・４パーセ

ント）と「全て稼働すべき」（３・２パーセント）の合計１９・６パーセントを、５５・

８ポイント上回った。「分からない・無回答」は５・０パーセントだった。また今後、

必要とされるエネルギー源・電力源は「新エネルギー」と答えた者が４７・７パーセ

ントであったとのことである（本年１月６日福島民報）。 
朝日新聞が本年２月１６、１７日実施した全国定例世論調査（電話）では、原発を

今後、どうするかとの質問に対し、「すぐにやめる」は１３パーセント、「２０３０年

より前にやめる」は２４パーセント、「２０３０年代にやめる」は２２パーセント、「２
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０３０年代より後にやめる」は１２パーセントで、「やめる」は計７１パーセント。「や

めない」は１８パーセントにとどまった。 
	 日本世論調査会（共同通信社とその加盟社のうちの計３８社とで構成している世論

調査の全国組織）が本年２月１６、１７日に行った世論調査では、原発を将来どうす

るかとの質問について、「依存度を徐々に減らし、将来的にはゼロにする」が５０パー

セント、「できるだけ速やかに原発をやめる」が１８パーセント、「依存度は減らすが

将来も残す」が２４パーセント、「今程度の原発の数や依存度を維持」は５パーセント

だった（２月２４日河北新報	 ３月１０日京都新聞社説）。 
毎日新聞が本年３月１６日、１７日実施した全国世論調査では、７月から施行され

る新安全基準が満たされても、再稼働を「認めるべきではない」との回答は５２パー

セントを占め、「認めるべきだ」の４２パーセントを上回っている。 
「脱原発」を求める国民の声は、決して衰えていない。 

３	 なぜ「脱原発」でなければならないのか 
私が考える「脱原発」論の論拠を整理すると、おおむね以下のとおりである。 

	 （１）	 放射性物質を無害化することはできない。 
	 	 	 原発を運転すると原子炉内に膨大な放射性物質がたまる。たとえば１００万ｋｗの

軽水炉を約１年間運転すると、およそ３０トンの使用済み燃料がたまる（原発は、こ

れまでのところでは、約１年間運転継し、定期検査に入っていた。核燃料は、その定

期検査の際に３分１ずつ１ずつ取り替えられる。その時に取り出されるのが使用済み

燃料である。）。それは、およそ１トンの核分裂生成物、３００ｋｇ弱のプルトニウム、

２９トン弱のウラン、それに若干の超ウラン元素から成り立っている。核分裂生成物

は、広島に投下された原爆の、実に、１０００発分である。これらは全て放射性物質

であり、放射線により人体に致命的ダメージを与える危険のある物質である。残念な

がら、現在の科学・技術では、これを無害化できないのは勿論、その害を減少させる

ことすらできない。 
	 （２）	 重大事故発生の危険性を排除できない。 

①	 外部的危険 
	 	 	 	 地震国日本では、地震、津波は不可避である。またテロ攻撃などの事態もあり得

る。これら全てのリスクに対処し、重大事故を完全になくすことは不可能である。 
②	 内部的危険 
	 原子炉及び付帯設備・付属機器には、工学的・構造的に、重大事故発生の危険性

がつきまとう。 
	 	 	 	 例１：	 圧力容器の破壊の危険性 

圧力容器内には中性子ビームが飛び交っている。中性子は、圧力容器の

内壁に衝突すると、そこに、中性子照射脆化を引き起こす。圧力容器は、

肉厚約２０㎝の不純物の少ない高品質の鋼鉄でできた頑丈な構造物である
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が、中性子に照射されると、鋼材の分子配列が攪乱される。これによって

脆性遷移温度（これ以下の温度になると脆くなり、衝撃を与えるとガラス

のようにガチャンと割れてしまう危険性が生じる温度。運転開始がなされ

る前の初期値はマイナス２０度Ｃ程度である。）が上昇する。安全基準では

９３度Ｃとされているが、運転期間が長くなるとこれを超えてしまう。そ

うするとどうなるか。圧力容器内には、加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）の場合

１６０気圧・３２０度Ｃほどの熱水（一次冷却材）が循環し、沸騰水型軽

水炉（ＢＷＲ）の場合でも７０気圧・２９０度Ｃほどの熱水が循環してい

る。もし何らかの事故で緊急炉心冷却装置（ＥＣＣＳ）が働らくと、３０

度Ｃ未満の冷水が圧力容器内に注入される。それによって大きな衝撃が発

生する（これを加圧熱衝撃と言う。）。圧力容器は、一気に冷却される。こ

のとき脆性遷移温度が高くなってしまっているのであるから、加圧熱衝撃

により、さしもの頑丈な圧力容器も、ガラスが割れるように破壊されてし

まう危険性が高まるのである。 
	 	 	 	 例２：	 ＰＷＲの蒸気発生器の脆弱性 
	 	 	 	 	 	 	 	 ＰＷＲによる発電メカニズムは以下のとおりである。圧力容器内の炉心

を流れる一次冷却材は、１６０気圧・３２０度Ｃほどの高圧・高温となる。

その一次冷却材が、圧力容器から出て同じ格納容器内に設けられた蒸気発

生器（１台の大きさは高さ約２０ｍ、外径約５ｍ、重量約４００トンにも

及び、１００万ｋｗ級の原子炉では４台設置されている。）に至り、細くて

長い伝熱管を流れる際に、外から引き込まれて伝熱管の外を循環する６０

気圧・２２０度Ｃほど二次冷却材に熱を伝え、蒸気に変える。こうして高

温・高圧の蒸気となった二次冷却材は、格納容器外に出て動力となり、蒸

気タービンをまわして発電する。 
１台の蒸気発生器には、約４０００本の伝熱管がある。伝熱管は、ニッ

ケル合金（インコネル）できており、外径約２０ｍｍ、大人の親指ほどの

太さで、肉厚１ｍｍ強、長さ約２０ｍ、逆Ｕ字型に取り付けられている。

ここを１６０気圧・３２０度Ｃほどの一次冷却材が流れ、外から来た６０

気圧・２２０度Ｃほどの二次冷却材と、肉厚１ｍｍ強の薄い管壁を介して

接触するのである。伝熱管壁は、極めて過酷な状況にさらされ、減肉、応

力腐食割れ、粒界腐食割れ、支持板の腐食・変形などが進行し、孔があい

たり、折損したりして、冷却材喪失事故（ＬＯＣＡ）を引き起こす。わが

国でも、１９９１年２月９日、美浜原発２号機で、伝熱管のギロチン破断

により、原子炉がスクラムし、ＥＣＣＳが作動する事故が発生している。 
	 	 	 	 例３：	 その他 
	 	 	 	 	 	 	 	 ＢＷＲには、炉心で熱せられた冷却材をそのまま取り出し、再度炉心に
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循環させるための再循環ポンプという装置が設置されている。これは、炉

心を循環する冷却材の流量・速度を変え、気泡（ボイド）を増減させるこ

とにより出力を調整する役割を果たす装置である。この再循環ポンプが、

なんらかの原因で故障すると（わが国の実例では、１９８９年１月６日、

福島第２原発３号機で、水中軸受が破損する事故が発生した。）、出力が不

安定となり、急上昇して暴走する危険性がある。 
	 	 	 	 	 	 	 	 また、たとえば１１０万ｋｗのＢＷＲでは、配管は、総本数約５万本、

重量約１万トン、総延長約１２０ｋｍ以上にも達し、その溶接箇所は１０

万箇所以上もある。当然のことながら、上記の伝熱管以外でも、同様の原

因で、配管が破断するという事故は避けがたい。わが国でも、２００１年

１１月７日、浜岡原発１号機で配管破断事故が発生している。 
	 	 ③	 人間のミスは防ぎ得ないこと 
	 	 	 	 原子炉運転に関するミスは多発している。それがいくつも重なることにより重大

事故が発生する。 
例１：	 スリーマイル島原発２号機（ＰＷＲ）事故。そもそもの引き金は、二次冷

却材を循環させる主給水ポンプの故障であった。主給水ポンプが故障しても、

補助給水ポンプが３台あるので、通常は、事故には至らない。しかし、この

ときは、３台とも出口弁が閉じてしまっていた。点検に手落ちがあったので

ある（運転規則違反。第１のミス）。そのため二次冷却材を給水できず、二

次冷却材の循環が止まってしまったので、熱の逃げ場を失った一次冷却材の

温度が上昇、圧力容器内の圧力が上昇した。しかし、加圧器の圧力逃し弁が

正しく開いて、なんとかこれは正常に戻った。ところが、何と、圧力逃し弁

が開いたままとなるアクシデントが発生（開固着）、そこから一次冷却材が

大量に流出するＬＯＣＡが発生した。ただちに原子炉は、スクラムし、ＥＣ

ＣＳが作動し、原子炉の緊急時の安全装置は正常に作動した。ところがここ

で紛らわしい現象が生じた。加圧器に取り付けられた水位計の指示器が振り

切れていたのである。実は、この現象は、加圧器の圧力逃し弁の開固着によ

って、一次冷却材が流出を続けたことにともなって盛んに発生したボイドの

いたずらで、指示器が攪乱された結果の見かけ上の現象に過ぎなかった。と

ころがオペレーターはそのこと気付かず、これを圧力容器内は満水状態を示

すものだと即断してしまい、ＥＣＣＳの注水量を少なくしてしまったのであ

る（第２のミス）。その結果、炉心は加熱し、圧力容器内にボイドが大量に

発生、２台ある一次冷却材ポンプが激しく振動し始めた。オペレーターは、

そのままでは危険と判断してこれを止めてしまった（第３のミス）。このこ

とにより炉心の加熱は更に進行、炉心が露出し、炉心溶融に至った。 
例２：	 チェルノブイリ原発４号機（黒鉛減速軽水冷却圧力管型炉・ＲＢＭＫ炉）
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の事故については、未だ事故原因が完全に解明されたとは言えないが、原子

炉自体の工学的問題点（第１に、冷却材に大量にボイドが発生すると中性子

の無駄食いが減少し、核分裂に寄与する中性子が増えるので出力が急上昇す

る。正のボイド効果と言われる。第２に、制御棒の動きが遅く、一斉に制御

棒を差し込み、スクラムするとき、制御棒が全部入りきるまでに時間がかか

るので、出力急上昇に追いつけず、暴走事故に至る危険性がある。）のほか

に、オペレーターのミスがいくつも重なって重大事故に至ったことは間違い

ないようである。概略のことを述べると以下のようである。まず事故は、タ

ービントリップという実験（原子炉を停止したときに、タービンの回転慣性

力により非常用ディーゼル発電機が立ち上がるまでの間電力を供給し続け

ることができるかどうかを調べる実験）を準備しているときに発生したので

あるが、本来、オペレーターは、原子炉を安全に停止させることを優先する

べきであるのに、むしろ実験を進めることにのみ専心してしまった（第１の

ミス）。しかもオペレーターは、上記の原子炉の工学的特性を十分に把握し

ていなかった（第２のミス）。さらに、原子炉は、低出力で長時間運転する

と、炉内にキセノン１３５という核分裂生成物がたまってくる。この物質は

中性子をさかんに吸収する性質を持っているので原子炉の出力を低下させ

る役割を果たす。これをキセノンの毒物効果というのであるが、オペレータ

ーは、この原理を理解せず、いよいよ実験にはいるために出力を５０パーセ

ントから２０パーセントに落とそうとして制御棒を挿入したところ、１パー

セントにまで低下してしまった。これはキセノンの毒物効果と考えられる。

ここで実験を諦めていれば事故は防ぐことができたであろうが、オペレータ

ーは何が何でも実験を進めようとし、挿入されていた制御棒を必死に引き抜

いて、出力上昇をはかった（第３のミス）。出力の落ちた原子炉の出力が急

速にあがるとどうなるか。実は、ボイドが大量に発生するのである。そうす

ると先述の正のボイド効果により予期した以上に出力が急上昇する。ＲＢＭ

Ｋ炉では、低出力運転から急激に出力を上げてはいけないということは鉄則

である。であるのにオペレーターはこの鉄則を無視してしまった（第４のミ

ス）。出力の急上昇にあわてたオペレーターは、制御棒を一斉に差し込みス

クラムしようとしたが間に合わず、核分裂は暴走して事故に至ったのである。 
例３：	 福島第一原発事故はどうか。地震、津波は、自然災害で防ぎようがないが、

東電は、それに対する備え怠っていたこと、全電源喪失・炉心溶融というよ

うなシビアアクシデントを想定していなかったこと（ＩＡＥＡは原発の安全

対策として５層からなる深層防護の考え方を示している。第１層は異常運

転・故障の防止、第２層は異常運転の制御、故障の検出、第３層は安全な停

止・設計基準内の事故の制御・放射性物質の閉じ込め、第４層は炉心溶融事
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故に至ってしまったときにその影響を緩和する、第５層は放射性物質が大量

放出されるに至った後に住民を守る、である。東電も国も、全電源喪失は起

きない、炉心溶融は起きないとの安全神話にひたりきって、第４層、第５層

の対策を全く準備していなかった。たとえばベントの遅延、海水注入の遅れ、

住民避難の指示に乱れがあり、ＳＰＥＥＤＩを利用できなかったことなど）、

及び全電源喪失の場合でも、１号機の非常用復水器（ＩＣ）、２号機、３号

機の原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）という炉心を冷却する装置があるが、

その操作を誤った可能性があることなど、いくつものミスが重なったことが

指摘されている。 
	 （３）	 重大事故による膨大な被害 
	 	 	 国や電力会社は、原発には、放射性物質を閉じ込める五重のバリアがあるので安全

であると主張していた。第１のバリアは燃料ペレット（ペレットは０．２ミクロン程

度の二酸化ウランの粉末を圧縮して、１８００度Ｃ程度の高温で焼き固めた一種のセ

ラミックスである。使用済み燃料として取り出すとき、ガス状の核分裂生成物の９８

パーセントがペレットの中にとどまっているとのことである。）、第２のバリアは燃料

被覆管、第３のバリアは圧力容器、第４のバリアは格納容器、第５のバリアは原子炉

建屋。これらにより放射性物質が環境に放出されることを防ぐことができると。しか

し、福島第一原発事故は、これらがいかに他愛もないものであったかを証明してしま

った。 
重大事故により放射性物質が環境に放出されれば、広大な地域を、長期間にわたっ

て汚染し、人々の生命・健康・生活、生業、産業を破壊し、巨大な被害を及ぼす。こ

のことは、チェルノブイリ原発事故に続いて、福島第一原発事故でも、現実のものと

なった。 
（４）	 核燃料サイクルの行き詰まり 
	 	 核燃料サイクルとは、ウラン鉱山からウラン鉱を採鉱したあと、精錬、ウラン濃縮、

核燃料加工までの過程からなるフロントエンド（もしくはアップストリーム）と、核

燃料を原子炉で燃焼・使用した後の使用済み燃料の処理、廃棄過程であるバックエン

ド（もしくはダウンストリーム）からなる一連の過程いう。原発を導入している諸国

において、バックストリームに関して、使用済み燃料を直接廃棄する（ワンススルー）

か、使用済み燃料中にあるプルトニウム、ウランの再利用、放射性廃棄物の減容等を

標榜して再処理をするのか、或いは高速増殖炉によりプルトニウムを生産することを

目指すのか、大きな分岐がある。 
	 ①	 先述のとおり１００万ｋｗの軽水炉を１年間運転すると３０トンの使用済み燃料

が生み出される。仮に福島第一原発事故直前に稼働していた５４基、合計約４９０

０万ｋｗの原発を稼働率７０パーセントで運転すると、毎年、１０００トンもの使

用済み燃料が発生する。 
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	 	 	 福島第一原発事故直前、わが国には、使用済み燃料が、各原発サイト内の使用済

み燃料貯蔵プールに約１３５００トン、六ヶ所再処理工場の使用済み燃料貯蔵プー

ルに約２８００トン、合計約１６３００トンもため込まれていた。しかもこれらと

は別に、１９９０年までに海外再処理施設（フランスのＡＲＥＶＡ	 ＮＣ〈旧ＣＯ

ＧＥＭＡ〉ラ・アーグ再処理施設と英国原子力グループＢＶＧＳ〈旧ＢＮＦＬのセ

ラフィールド再処理施設〉）に再処理委託をした約７２００トン及び東海再処理工場

で再処理をした約１０００トン、合計約８２００トンの使用済み燃料から再処理に

よりプルトニウムとウランを取り出した残滓をガラス固化体に成形した高レベル放

射性廃棄物が８０００本以上（１トンの使用済み燃料を再処理すると１本の高レベ

ル放射性廃棄物ガラス固化体ができるとされている。）も貯蔵しなければならない。 
	 	 	 使用済み燃料の内容物は、おおよそのところその３パーセントが核分裂生成物、

１パーセント弱がプルトニウム、９６パーセント弱がウラン、残りは若干のアメリ

シウム、キュリウムなどの超ウラン元素である。これらは全て放射性物質であり、

プルトニウムの大半、ウランの一部は、残存核燃料である。だから環境に漏れ出さ

ないようにし、冷却を続け、残存する核燃料が再臨界を起こさないように厳重に管

理する必要である。 
	 	 	 高レベル放射性廃棄物のガラス固化体は、直径約４０㎝、高さ約１．３ｍ、重量

約５００ｋｇほどの大きさであるが、成形直後にはおよそ２万テラ・ベクレルの放

射能を持ち、容器のステンレス製キャニスター表面付近でおよそ１５００Ｓｖ／時

のガンマ線が計測される。高レベル放射性廃棄物のガラス固化体がもとのウラン鉱

石の放射線レベルに戻るまでに、実に数万年というとてつもない時間がかかる。ま

ことに人類と環境にとって厄介な代物である。 
使用済み燃料を直接廃棄（ワンススルー）するにせよ、再処理して高レベル放射

性廃棄物のガラス固化体とした上で廃棄するにせよ、これらを最終的に廃棄する方

策は、未だ確保できていないし、見通しもない。これが第一の行きづまりである。 
	 	 ②	 わが国では、１９５５年１２月、原子力基本法、原子力委員会設置法が制定され、

翌１９５６年１月、原子力委員会が発足し、いよいよ原子力の研究、開発、利用の

時代の幕が切って落とされた。原子力委員会は、おおむね５年ごとに「原子力の研

究、開発及び利用に関する長期計画」を策定し、およそ２０年のスパンで、原子力

の研究、開発、利用の基本方針、目標、検討課題を提起し、原子力発電の導入、発

展を強力に推進してきた。それによると１９６１年度に策定された第１回長期計画

以来、使用済み燃料再処理、高速増殖炉を中心とした核燃料サイクルの研究、開発、

実用化を原発推進のための不可欠の柱として追求することが謳われてきた。 
使用済み燃料再処理とは、使用済み燃料からウランとプルトニウムを抽出して再

利用できるようにし、その他の核分裂生成物、超ウラン元素などを廃棄処分にまわ

すことである。この使用済み燃料再処理を進める路線は、高速増殖炉を前提とする
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ものであり、高速増殖炉計画が破綻をすれば、これも破綻するという関係にある。 
高速増殖炉とは、１５～２０パーセントのプルトニウムと残りは天然ウランもし

くは劣化ウランでできた核燃料（ＭＯＸ燃料という。）を炉心中心部に密集して配置

し、その周辺及び上部を天然ウランからなるブランケットで遮蔽し、炉心中心部に

おいて、プルトニウムに核分裂を起こさせる、その際、核分裂により放出された中

性子を減速しないで、一部をプルトニウムに吸収させて次の核分裂を起こさせて臨

界レベルでの核分裂を維持する、一部をブランケットに吸収させてウラン２３８を

プルトニウムに変換させてプルトニウムを生産する、という具合に発電しつつプル

トニウムを効率よく生産するように設計された原子炉である。高速増殖炉は発電を

し、同時に、天然ウランもしくは劣化ウランの殆どの全てだと言ってもいいほど大

量にあるウラン２３８・・・それ自体としては重くて堅いだけであまり役に立たな

い・・・を、超優良な核燃料であるプルトニウムに変換し、ウラン資源を計算上は

１４０倍以上にまで活用することを狙った夢の原子炉とされてきた。 
２００１年１月の中央省庁再編により、科学技術庁所管から内閣府所管に移った

原子力委員会は、２００５年１０月、従来の「長期計画」を改めて「原子力政策大

綱」を策定したが、そこにおいても使用済み燃料再処理の堅持と高速増殖炉を２０

５０年頃から商業ベースで導入することが謳われている。更に福島第一原発事故後

の民主党政権下で、２０１２年９月１４日、エネルギー・環境会議が策定した「革

新的エネルギー・環境戦略」においても、使用済み燃料再処理路線と高速増殖炉計

画は廃棄されていない。 
しかしながらこれらは、とうの昔に、完全に破綻している。これが第２の行きづ

まりである。詳しい論証は省略するが、概略以下のとおりである。 
まず高速増殖炉であるが、第１に、うたい文句のプルトニウム増殖効果もとても

計算通りにはいかずそれほどのこともない、第２に、開発・建設・運転に膨大な資

金を食うばかりで、到底採算があわない、第３に、原型炉「もんじゅ」の度重なる

事故に象徴されるように技術的に極めて困難である、など実用化は無理と見るべき

である。 
また使用済み燃料再処理路線は、六ヶ所再処理施設の建設費用を、１９８９年当

時の当初予算７０００億円であったのに実際には２兆１９３０億円とおよそその３

倍もの膨大な資金を注ぎ込んだ（なお、これは福島第一原発事故前のほんの通過点

に過ぎず、さらに膨れあがる可能性がある。）が、未だ操業の見通しが立っていない

こと、再処理から高レベル放射性廃棄物の処分に至る各プロセスにおいて大きな危

険を抱えていること、再処理施設や付帯設備の計画能力自体も現実の要請に追いつ

けないこと、高レベル放射性廃棄物の最終処分地に至っては立地選定作業の入り口

にまで至っていないこと、何よりも肝心の高速増殖炉計画が頓挫してしまったこと

などから、その破綻は明白である。 
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なお、ついでに言えば、「長期計画」でも「大綱」でも、フロントエンドのウラン

濃縮に関する研究、開発、実用化も重点目標とされてきた。 
ウラン濃縮とは、以下の如くである。天然ウランは核分裂を起こすウラン２３５

と核分裂を起こさない（起こしにくい）ウラン２３８から成っているが、ウラン２

３５はわずか０．７パーセントしかなく、ウラン２３８が９９．３パーセントも占

めているので、そのままでは核分裂が起こりにくい。なんせウラン２３５の原子の

大きさは１億分の１㎝、原子核の大きさは１０兆分の１㎝、原子を甲子園にたとえ

るなら、原子核はその真ん中に置いたゴルフボール程度の大きさである。そのウラ

ン２３５の原子が０．７パーセント、つまりごくごくまばらにしかないとなると、

中性子がウラン２３５の原子核にあたる、もしくは近傍を通過して吸収されること

がいかに確率の低い現象であるか容易に想像できるであろう。そこで少しでも核分

裂を起こしやすいようにウラン２３５の構成比率を高め、その密度を大きくしてや

ることが必要となる。これをウラン濃縮と言うのである。 
軽水炉では通常ウラン２３５の構成比率が３パーセント程度のウランが核燃料と

して使用される。ウラン濃縮の技法としては、遠心分離法、ガス拡散法、レーザー

法、熱拡散法などがある。いずれもウラン２３５とウラン２３８の僅かな質量差に

基づく物理的特性を利用した技法である。 
わが国では、動力炉・核燃料サイクル開発事業団（動燃。その後核燃料サイクル

開発機構。さらに日本原子力研究所と併合されて現在の日本原子力研究開発機構。）

の手により遠心分離法を用いたパイロットプラントが東海村に建設され、１９７９

年から細々と操業された。その後、日本原燃株式会社の六ヶ所濃縮工場にバトンタ

ッチされたが、故障があいつぎ計画どおりの稼働ができていない。その上、濃縮ウ

ランの輸入価格に太刀打ちできないときているから、どう見ても採算性のある事業

ベースに乗る見通しはない。 
４	 原発が導入、推進されてきたこと、また撤退できないことをどう考えるか 
	 	 以上に見てきたように原発の導入、推進を否定するべき根拠あり、かつ原発は、客観

的に見て行きづまりというほかはないから、政府にあっては、原発を導入、推進する政

策をとってきたことは誤りであったし、速やかに原発から撤退するのが、合理的な政策

判断だと言える。しかるに福島第一原発事故直前には全国に５４基、総発電能力約４９

００万ｋｗもの原発が稼働するほどに原発が繁栄を誇るに至ったのは何故だろうか。ま

た福島第一原発事故を目の当たりにした後においても、２０３０年代に原発ゼロをめざ

すというにとどまり、使用済み燃料再処理路線も高速増殖炉の計画も封印しないという

日和見的な「革新的エネルギー・環境戦略」しか策定できず、しかもそれさえも閣議決

定できず、「参考にして政策を進める」としか閣議決定ができなかったのは何故であろう

か。その謎に対する答えは、原発問題には、実は、安全保障問題、即ち防衛、外交上の

重要問題が抜き差しならないかたちで絡み合っているということにあると私は考えるの
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である。 
	 （１）	 原発は原爆製造の副産物 

原発と原爆はコインの裏と表、分かちがたく結びついている。時代により状況によ

りどちらかが表になり、裏になる。しかし、もともと、原発は、原爆製造の副産物で

あった。このことは、以下に記す原発前史をたどれば明らかである。 
１９３８年１２月	 	 オットー・ハーンらの研究グループ、ウラン２３５原子核に中

性子を照射すると核分裂が起こること及び原子核１個の核分裂

から発生するエネルギーは、およそ２００ＭｅＶであることを

発見（１個の核分裂のエネルギー２００ＭｅＶというのは、１．

６０２７７６４６×１０のマイナス１２乗ジュールとごくごく

小さい。しかしウラン２３５には、１ｋｇあたり２．５６×１

０の２４乗個もの原子核があるので、仮に１ｋｇのウラン２３

５が核分裂を起こすと８０億Ｋｗもの膨大なエネルギー放出さ

れることになる。）。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 これは、もともとウランに中性子を照射してウランよりも原子

番号が大きい（つまり陽子の数が多い）元素を作り出すことを

目的とした実験の際にたまたま起きた予期せざる発見であった。 
オットー・ハーンらの研究成果に接して、アメリカの科学者ら

は、ウラン２３８に中性子を照射することにより陽子数９４、質

量２３９の元素をつくることができること、それは中性子を吸収

すると核分裂を起こすこと、核分裂によりウラン２３５よりも多

くの中性子を放出し、より効率的に核分裂連鎖を起こし、より大

きなエネルギーを発生することを理論的に予測した。 
１９３９年	 ８月	 	 アインシュタイン、ルーズベルト米国大統領に「非常に強大な

新型の爆弾が作られることが、十分に考えられる」旨記した書

簡を送る。 
１９４１年	 ２月	 	 シーボーグら、かねての理論的予測どおり陽子数９４、質量２

３９の元素を分離することに成功。原子番号９２のウラン、９

３のネプツチウムがそれぞれ太陽系の惑星の天王星、海王星に

ちなんで命名されていたため、この原子番号９４の元素は、当

時、海王星の次の惑星と考えられていた冥王星 にちなんでプル
トニウム命名された。シーボーグらは、実験的にプルトニウム

２３９の核分裂を起こし、これも理論的予測どおりの結果が得

られたとしてプルトニウム原爆の製造は可能と判定した。 
１９４２年１０月～	 １９４２年１０月、ルーズベルト米大統領、原爆製造プロジ

ェクトを決定、当初予算５億ドルの支出を承認（最終的には２
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０億ドルにのぼった。ちなみにこれは日本円では、当時のレー

トで、約８５億円に相当する。日本の１９４０年の国家予算が

６１億円であったから、とてつもなく巨額の資金である。）。 
プロジェクトは、陸軍マンハッタン工兵管区に所管させたこ

とから通称「マンハッタン計画」と呼ばれる。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 プロジェクトは、一番目がプルトニウム生産のための原子炉

建設で、シカゴ大学でコンプトンが担当（実査には当時まだイ

タリア国籍であったエンリコ・フェルミが担当）、二番目がガス

拡散法によるウラン濃縮で、カリフォルニア大学バークレー校

でローレンスが担当することになった。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １９４２年１２月、はやくも、エンリコ・フェルミは、黒鉛

を減速材に用い、天然ウランを核燃料とする原子炉（実験炉）

をつくり、臨界を達成することに成功（シカゴ・パイル－１）、

プルトニウム２３９の純度９０パーセント以上のプルトニウム

が生産できることを確認した。その成果をもとに、１９４３年、

シカゴ・パイル－１をベースにしたプルトニウム生産のための

原子炉が、ワシントン州のハンフォードの広大な敷地に３基建

設され、１９４５年７月中旬までに、プルトニウム原爆２発が

できあがった。１発は、７月１６日、ニューメキシコ州アラモ

ゴードの砂漠での実験に用いられたトリニティ、もう１発は長

崎に落とされたファットマンである。トリニティについては不

明であるが、ファットマンについては６ｋｇ余りの高純度のプ

ルトニウムが使用され、実際に核分裂を起こしたのはそのうち

約６００ｇであったと言われている。その爆発の威力は、ＴＮ

Ｔ火薬換算で実に２２キロトンほどであった。 
一方、ウラン濃縮も順調進み、１９４５年１月には、テネシ

ー州オークリッジにガス拡散法を用いたウラン濃縮プラントが

完成、稼働を始め、間もなくニューメキシコ州のロスアラモス

研究所の実験室でウラン２３５の即発臨界実験（「ドラゴン実験」

呼ばれた。）にも成功し、やがてウラン原子爆弾リトルボーイと

なって広島に投下された。リトルボーイに使用された高純度ウ

ランの量はおよそ５０ｋｇ、核分裂を起こしたのは８００ｇ～

１ｋｇと言われており、その爆発の威力はＴＮＴ火薬換算で１

５キロトンほどであった。	 	 	 	 	 	  
なお、日本でも１９４０年夏、日本帝国陸軍航空技術研究所長安田武雄中将と理化

学研究所・仁科芳雄博士との原爆製造に関する非公式な話し合いが行われ、１９４１
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年４月、同中将から理研所長に対し正式に原爆製造の研究が依頼された。同年１０月

には委託研究費８万円（先述のマンハッタン計画の初期費用５億ドル、日本円に換算

して約２１億円であったが、それと比べてさえも雀の涙ほどであり、到底これに太刀

打ちできるものではなかった。）計上されるなど仁科博士による原爆製造の研究が進行

する。後に「ニ号研究」と名付けられもしたが、結局、ウラン濃縮に失敗、ウラン鉱

石の入手もできず、１９４５年５月、研究打ち切りとなった。また陸軍とは別に海軍

も１９４２年夏から秋にかけて原爆製造の研究に乗り出し、京都帝国大学の荒勝文策

に核分裂の基礎的研究を委託した。これは「Ｆ研究」と呼称されるが、机上の基礎的

研究の域を出なかった。 
	 （２）	 アトムズ・フォー・ピース・・・裏が表になる時代 

戦後、日本を占領したアメリカは、連合国総司令官総司令部（ＧＨＱ・ＳＣＡＰ）

として占領行政を担うことになったが、１９４５年１０月、日本における原爆研究の

芽を摘み取るべく、理研、京都大学、大阪大学にあった核物理学の実験装置であるサ

イクロトロンを破壊して海中に投棄したほか、同年９月２２日付ＧＨＱ・ＳＣＡＰ指

令第３号で原子力の研究を禁止し、さらには同月１９日付同指令第３３号・プレスコ

ード第３項により広島、長崎の原爆被害の報道さえも抑え込んだ。 
アメリカは、戦後いちはやく、広島、長崎に原爆を投下した原爆の威力を、世界、

とりわけ戦後世界の覇権をめぐって次第に対立を深めつつあったソ連に誇示し、原爆、

さらにははるかに威力のある核兵器・水爆の開発を進め、核兵器を独占的に保有する

ことによってソ連を封じ込めるという世界戦略を確立したのであるが、このような些

末な出来事もそのような事情を背景にしてみれば、さもありなんことと頷くことがで

きる（ついでに言えば、広島、長崎への原爆投下は、アメリカが公式的に述べている

アメリカの将兵の犠牲を少なくして日本を降伏させるためにやむなく採用したという

理由は、真実を語ったものではない。それは、第一に原爆の実戦的威力を試す実験で

あり、第二にソ連への威嚇である。）。 
しかし、ソ連は、１９４９年８月、原爆実験に成功する。アメリカが、１９５２年

１１月、水爆実験に成功すると、１９５３年８月、ソ連もこれに追いつく。さらにイ

ギリスも１９５２年２月には原爆を開発、保有するに至った。こうしてアメリカが描

いた核独占の野望はついえ去った。 
そこでアメリカが打ち出した次なる戦略が、アトムズ・フォー・ピースだったので

る。アイゼンハワー大統領は、１９５３年１２月８日、国連総会における演説で、「我

が国は、破壊ではなく、建設をしたいと願っている。国々の間の戦争ではなく、合意

を願っている。自国が自由の下に、そして他の全ての国の人々が等しく生き方を選択

する権利を享受しているという自信の下に生きることを願っている。」と述べ、さらに

原子力の平和利用について、「アメリカ合衆国が追求するのは、単なる、軍事目的での

核の削減や廃絶にとどまらない。この兵器を兵士の手から取り上げるだけでは十分で
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ない。軍事の覆いをはぎとり、平和の技術に適合させるための方法を知る人々の手に

渡されなければならない。」とした上で、国連の下に国際的な原子力機関を設立するこ

とを提案し、特に、電力の乏しい地域に電力を供給することが原子力機関の目的の一

つになると強調した。 
これが契機となって、世界は、原子力の平和利用、即ち原発の研究、開発、利用に

向かって大きな歩みを始めた。アイゼンハワー大統領が提唱した国際的な原子力機関

も、１９５７年７月、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が、国連の傘下の国際機関として

発足した。ＩＡＥＡの掲げる目的は、原子力の平和的利用の促進及び原子力が軍事転

用されていないことを検認するための保障措置の実施、並びに原子力安全の確保であ

る。 
わが国でも、１９５２年４月、ソ連、中国を除外した片面的講和ながらもかたちの

上では占領体制に終止符を打ち、独立を回復した。そして原子力の研究禁止規制はな

くなり、世界の歩みに歩調を合わせることができるようになった。 
しかし、原子力の平和利用、即ち原子力発電用の原子炉（原発）の開発、実用化は、

所詮、軍事用のプルトニウム生産を目的とした原子炉を転用することに尽きるのであ

り、原子力の平和利用とは、コインの裏が表になったに過ぎないのである。従って、

アトムズ・フォー・ピースのスローガンのもとで、核兵器の開発、製造は一層進展し

て行くことになるのは必然のことわりであった。 
	 （３）	 アトムズ・フォー・ピースは何をもたらしたか 
	 	 	 アトムズ・フォー・ピースのスローガンのもとで、アメリカとソ連の核軍拡競争は

とめどもなく進行し、それはソ連の解体に至るまで続くことになった。 
またアメリカ、ソ連、イギリスにとどまらず、１９６０年２月にはフランスが、１

９６４年１０月には中国が、それぞれ新たに核兵器保有国となった。 
	 	 	 こうした事態を後追いし、追認するかのように、１９６８年６月、国連で核拡散防

止条約（ＮＰＴ）が採択され、１９７０年３月、発効した。ＮＰＴの概要は以下のと

おりである。 
①	 核不拡散 

	 	 	 	 アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国の５か国を「核兵器国」と定め、核

兵器国以外（「非核兵器国」）への核兵器の拡散を防止する。 
	 	 ②	 核軍縮 
	 	 	 	 各締約国は誠実に核軍縮交渉を行う義務を負うものとする。  

③	 原子力の平和的利用 
	 	 	 	 原子力の平和利用は各締約国の「奪い得ない権利」とするとともに、原子力の平

和的利用の軍事技術への転用を防止するため、「非核兵器国」はＩＡＥＡの保障措置

を受諾する義務を負うものとする。 
	 	 	 しかし、ＮＰＴは、一方で核兵器を廃絶しないで現状凍結するものであるから「核
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兵器国」５か国を特権国として固定化し、他方で原子力の平和利用を推進するという

ことを通じて逆に核兵器の拡散をもたらすという不合理極まりない条約であった。 
	 	 	 事実、ＮＰＴ体制下において、１９７４年５月にはインドが、１９７９年９月には

イスラエルが、１９９８年５月にはパキスタンが、２００６年１０月には北朝鮮が、

それぞれ核兵器保有国の仲間入りをした。さらに現在イランの核開発疑惑が問題とさ

れているし、かってイラク、リビア、エジプトの核開発疑惑が取りざたされたように、

核兵器拡散の火の粉はとどまることなく広がる勢いを示している。なお、南アフリカ

は、２００６年３月、１９６０年代に核兵器を開発・保有するに至ったが１９９０年

代初頭までには全て廃棄した、と過去の核開発の経過を公表した。 
	 	 	 インドは、１９６０年、カナダによって建設された研究炉（サイラス原子炉）を保

有した。さらに、１９６３年、これを発展させた発電用の重水減速天然ウラン原子炉

をカナダの技術供与のもとに建設した。インドは、１９６２年、原子力法改正により、

「インド国民の福祉、その他の平和目的、それに関連する事柄のために、原子力の開

発、規制、使用を推進する。」ことを強調していたこともあったからであろうか、この

技術供与にあたって、カナダは、セーフガード（ＩＡＥＡによる保障措置）の適用対

象とはしなかった。インドは、アメリカから軽水炉も導入したが、さらにカナダから

２基目の重水減速天然ウラン原子炉を購入、１９６９年、竣工にこぎつけた。これに

ついてもカナダはセーフガードの適用対象とはしなかった。重水減速天然ウラン原子

炉が核兵器用のプルトニウム生産に資するものであることは言うまでもなく、インド

は、これら重水減速天然ウラン原子炉の運転から生み出されたプルトニウムによって

核兵器を製造するに至ったのであった。果たして、インドには、当初から核兵器を製

造する意図があったかどうかは推測の域を出ない事柄である。インドの政策変更は、

中国の核保有、バングラディッシュとの関係険悪化という情勢変化の中で、ゆっくり

と進行したとの見解もあるが、ＮＰＴへの加入を当初から一貫して拒否していること、

既に１９６４年９月に開かれたＩＡＥＡ第８回総会で、インド代表は、「核爆発が国際

的監視の下で行われる限り、民生用工業技術において核エネルギーの爆発を使用する

便益が人類に否定される理由はない」と平和的核爆発の権利を主張していることなど

からすれば、早い段階で核兵器保有の企図を確立したとみるのが正しいかもしれない。

いずれにしてもインドのケースは、原子力の平和利用が核拡散をもたらすという一例

である。なお、インドは、ＩＡＥＡの加盟国であり、指定理事国として重要な役割を

果たしている国であることは是非とも指摘をしておかねばならない。 
	 	 	 パキスタンの核兵器開発は、カーン博士によってなされた。この人物は、１９５８

年、ＩＡＥＡで、原発及び核燃料サイクルの担当者となってキャリアを積んだあと、

１９７０年代には、原発用の濃縮ウランを生産するウラン濃縮プラント会社・ウレン

コ（イギリス、ドイツ、オランダの共同出資による合弁会社）のオランダ工場で働い

ていたのであった。カーン博士は、原子力の平和利用によって培った専門知識、技術
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を、パキスタンに持ち帰ったのである。その意味で、いわば原子力の平和利用の申し

子といってもよかろう。従ってパキスタンの核兵器保有も、原子力の平和利用が核拡

散をもたらす一例としてよいであろう。なお、パキスタンは、ＮＰＴには加入してい

ないが、ＩＡＥＡの加盟国ではある。 
	 	 	 イスラエルは、未だに核兵器保有を公表していない。しかし、さまざまな状況証拠

から、１９７９年９月、南アフリカと共同で、南大西洋上で、核実験を成功させ、核

兵器を保有するに至ったことは間違いなく、現在、１００発から２００発の原爆を保

有し、水爆やブースﾄ型核爆弾の製造にも取り掛かっていると推定されている。イスラ

エルの核兵器開発も、フランスの協力で建設・稼働に至ったＩＲＲ－２という発電用

原子炉（熱出力２５ＭＷの重水減速天然ウラン原子炉、１９６３年１２月臨界）がそ

の始まりであり、これまた原子力の平和利用が核拡散をもたらすという一例である。

なお、イスラエルも、ＮＰＴには加入していないが、ＩＡＥＡの加盟国ではある。 
	 	 	 北朝鮮は、１９８０年代初め、核兵器開発の疑惑を持たれ、当時のソ連の働きかけ

と４基の発電用軽水炉供与の約束のもとで、１９８５年、ＮＰＴに加入した。この後

１９９０年代初めころまで、ＩＡＥＡは、北朝鮮のウラン鉱山開発を援助した。専門

家の推定によると、北朝鮮には年間２０００トンのウラン産出量があるとのことであ

る。これはアメリカに匹敵するほどである。こうして北朝鮮も、ＮＰＴ、ＩＡＥＡを

利用するだけ利用して、２００３年１月、ＮＰＴを脱退した。北朝鮮もまた原子力の

平和利用の促進、核兵器の拡散防止という目的の範囲内で、核兵器を保有するに至っ

たのである。 
	 	 	 因みに、核兵器の拡散に寄与したカナダ、フランスは、インドと同様にアメリカ、

イギリス、日本､ロシア、ドイツ、スペイン、南アフリカ、アルゼンチン、オーストラ

リア､中国と並んでＩＡＥＡの指定理事国である。 
	 	 	 こうして核兵器は、アメリカ、ソ連の核軍拡競争による恐怖のスパイラルは終止符

を打ったものの、水平的拡散はとどまるところがなく続いている。現在、世界９か国

に、１９０００発もの核弾頭が存在すると推定されている（スウェーデンの国際平和

に関する研究機関「ストックホルム国際平和研究所（Ｓｔｏｃｋｈｏｌｍ	 Ｉｎｔｅ

ｒｎａｔｉｏｎａｌ	 Ｐｅａｃｅ	 Ｒｅｓｅａｒｃｈ	 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）」の２０

１２年版年鑑「ＳＩＰＲＩ	 Ｙｅａｒｂｏｏｋ	 ２０１２」による。）。 
	 （４）	 わが国における原発推進の裏面にあるもの 
	 	 	 わが国では、１９５４年４月、中曽根康弘らの力で原子力予算が成立して以来、急

速に、原子力の平和利用、即ち原発推進の体制が整えられる。予算成立のおよそ１ヶ

月後の同年５月、内閣に「原子力利用準備調査会」が設置され、１９５５年１２月に

は、原子力基本法をはじめとするいわゆる原子力三法が成立、翌１９５６年１月には

原子力委員会が発足した（初代委員長は正力松太郎）。そして同年９月には、第１回「長

期計画」が策定され、発電用原子炉の導入の計画とともに、核燃料再処理、高速増殖
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炉の自主開発、ウラン濃縮の開発を三本柱とする原発推進目標が掲げられた。ここで

掲げられた目標は、２０００年１１月の第９回「長期計画」に至るまで、また「長期

計画」を引き継いで２００５年１０月策定された「原子力政策大綱」に至るまで、基

本的に踏襲されてきた。そのもとで、既に述べたように、福島第一原発事故前には全

国に５４基、総発電能力約４９００万ｋｗもの原発が稼働し、破綻したと断定せざる

を得ない使用済み燃料再処理工場の建設、高速増殖炉の開発、ウラン濃縮工場の建設

が進められてきたのであった。しかも民主党政権の下で策定された「革新的エネルギ

ー・環境戦略」により、踏み込んでいたアクセルを多少とも緩める可能性が生じたの

であったが、その後の自民党安倍政権は、これを見直し、再びアクセルを踏む方向に

チェンジしようとしている。 
以上はかっては裏であったが今は表になったコインの一面を素描したに過ぎない。

では表から裏になった他の一面の絵姿はどうであろうか。 
①	 原子力開発草創期のエピソード 

１９５４年３月、中曽根康弘が、原子力予算を押し込んだとき、この暴れん坊議

員の経歴や言動や、提案趣旨説明を担当した同じ改進党の小山邦太郎議員の「近代

兵器の発達はまったく目まぐるしいもので・・・中略・・・、米国の旧式な兵器を

貸与されることを避けるがためにも、新兵器や、現在製造の過程にある原子兵器を

も理解し、またはこれを使用する能力を持つことが先決問題である」との発言から、

「原爆予算」とか「中曽根は原爆を作るんだろう」とかの批判があったとされてい

る。 
また、わが国はイギリス製の黒鉛減速炭酸ガス冷却原子炉（コールダーホール改

良型原子炉）を第１号の原発として採用した（東海原発１号機。１９６５年５月・

初臨界、１９６６年７月・営業運転開始）のであるが、同炉は、プルトニウム生産

目的で開発された軍事用の黒鉛減速空気冷却原子炉を改良したものであったから、

これを採用したこと自体に隠れた核武装目的を見る説もある。確かに、地震国日本

で、黒煙ブロックを積み上げただけの構造の危険性などさまざまな安全性論議を押

し切って導入が決められた経緯から、そういう疑念がもたれるのは当然であろう。	  
②	 政府当局者や政権与党の政治家の核武装に関する発言を一瞥してみよう。かなり

核武装に前のめりであるという印象を受ける。 
・	 １９５７年５月７日、岸信介首相は、参議院内閣委員会において、核兵器の保

有は法９条に触れるのかとの質問に答えて、核兵器と名前がつけば、いかなるも

のもこれは憲法違反と、こういう法律的解釈につきましては…（中略）…その自

衛力の本来の本質に反せない性格を持っているものならば、原子力を用いまして

も私は差しつかえないのじゃないか、かように考えております」と述べた。 
・	 １９６７年１２月２０日、増田防衛庁長官は、参議院予算委員会で「戦術的核

兵器は外国に脅威を与えるのではなく、本土を守るためのものなので、保有する
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ことができる」と述べた。 
・	 １９６８年２月７日、倉石農相は、記者会見で「若い世代のために平和憲法を

修正すべきであり」、「日本も原子爆弾と 30万名の軍隊をも持たなければならない」
と述べた。 

・	 １９６８年２月１０日、高辻内閣法制局長官は、参議院予算委員会で「核兵器

はもってはならず、通常兵器はもってもよいと憲法に規定されていない。憲法に

は…戦力を保有しないという規定がある。しかし、現在、自衛隊法にもとづいて

自衛隊が存在している。…自衛隊が憲法上、容認されるという解釈、まさにそれ

が兵器にたいする解釈でもある。すなわち、核兵器とその他の兵器は、憲法上で

は何の区別もない」と憲法９条の解釈論を披瀝した。 
・	 １９６８年３月１４日、岸元首相は、中部経済団体連合会で「現実的に近い将

来に核兵器がなくなる可能性はなく、今後、現在の通常兵器が過去の竹やりのよ

うな存在」になることが予見される実情で「わが国が核武装することは当然であ

る」と述べた。 
・	 １９６８年６月１３日、自民党の菊池議員は、衆議院内閣委員会で「非核三原

則について言うほど馬鹿なことはない。時と場所によって核兵器を持つ必要が生

じるものである。もし、日米安保条約が破棄され自力で日本を守らなければだめ

な場合が到来すれば、原子爆弾も水素爆弾も持たなければならない」と述べた。 
・	 自民党の石原慎太郎議員は、『国防』１９６９年１１月号で、日本が今後、大国

と「対決するにあたり対等な外交的地位を確保するためには、昔風に言えば『大

鑑巨砲主義』に進むべきであり、現在の『大鑑巨砲主義』は核兵器以外にない」

と述べ、われわれが英国やフランス程度の核兵器を持たなければ、相当大きな譲

歩をしなければならない事態が必ず生じるであろう」との意見を述べた。 
・	 １９７１年７月８日、「時事通信」によると、中曽根防衛庁長官は、第四次『防

衛力整備計画』にあたり、「日本国憲法は防衛用核兵器を禁止していない」と述べ

た。 
・	 １９７８年２月１８日、防衛庁の伊藤防衛局長は、衆議院予算委員会で「戦術

核兵器であるとしても、それが『完全に防衛的なもの』であるならば、それで装

備することは可能である」と述べた。 
・	 １９７８年３月２日、園田外相は、衆議院外務委員会で、「憲法の規定自体に拘

束されて日本が核兵器を保有できないとするものではない」と述べた。 
・	 １９７８年３月８日、福田赳夫首相は、参議院予算委員会で「国の武装力を核

兵器で装備する決定を採択できる」と述べた。 
・	 １９８４年３月１６日付朝日新聞によると、茂串内閣法制局長官は、「日本には

固有な自衛権があり、最小限必要な自衛力をもつことができる。したがって、そ

の範囲で核兵器を保有できるというのが政府の見解」であると述べたべた。 
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	 ・	 １９９８年６月１７日、大森内閣法制局長官は、参議院予算委員会で、核兵器

の使用と憲法９条との関係について「核兵器の使用も、わが国を防衛するための

必要最小限にとどまるならば、可能ということに論理的になろうかと考える」と

答弁した。 
	 	 	 ・	 ２００２年５月１３日、安倍官房副長官は、早稲田大学での講演において「核

兵器使用は違憲ではない」、「核兵器を持ちたいなら堂々とそう言うべきだ」と明

言した。 
	 	 	 ・	 ２００２年５月３１日、福田官房長官は、午後の記者会見で「核兵器の保有は

憲法上は否定されない」と語り、「非核三原則見直し」に言及した。 
	 	 ③	 自衛隊、防衛庁の防衛構想 
	 	 	 ・	 １９５９年に「自衛隊」の統合幕僚会議事務局が作成した『第二次防衛力整備

計画にたいする軍事的要請』という文書には、次のように書かれている。 
「軍事装備は元来、精鋭なもの、強力なものを要求するので、核兵器を導入す

ることは軍事的に当然の要求である。われわれの防衛作戦において核戦争を全面

的に否定することはきわめて困難であり危険である。また、アメリカが戦略的に

も戦術的にも核戦力を中心に装備していることから、連合作戦でアメリカは核兵

器を使用する可能性がある。したがって、アメリカと連合して共産陣営に対抗す

るわが国も、核戦争遂行能力を保有することは望ましいと考える。軍事的に見る

ならば、核戦争に対処する能力はもちろん、防御用兵器を中心とする戦術兵器程

度の使用能力は保有すべきである」。 
	 	 	 ・	 １９６９年に「防衛庁」が作成した『自主防衛計画』という文書は、日本が独

自の核兵器とそれを運搬する大陸間弾道ミサイルを開発、所有するこ構想を明ら

かにしている。 
	 	 	 ・	 １９７０年『防衛白書』には、「小型の核兵器が自衛のために必要な最小限のも

の、他国に侵略的脅威を与えないものであるならば、保有することは法理的に可

能であるといえる」と指摘されている。	  
	 	 ④	 核武装のポテンシャルを抑止力とする安全保障政策 
	 	 	 	 上述の原子力開発草創期のエピソード、政府当局者や政権与党の政治家の発言は、

核兵器を保有すべきであるとの意見ないしは保有したいとの願望の表出、もしくは

核兵器を保有したとしても憲法９条に抵触しないとの見解を示すものであり、憲法

９条に違背する言動として厳しく批判をされなければならないことは言うまでもな

いことであるが、それだからと言って、わが国政府が、核兵器を保有することを安

全保障政策として採用したことを示すものではない。また自衛隊、防衛庁が明らか

にしていた上述の構想も、具体的装備計画として現実に採用されたものではない。 
	 	 	 	 しかし、これらが合流して、今、ただちには核武装をしないが、必要とあらばい

つでも核兵器を持てる力、即ち核武装の技術的・産業的ポテンシャルを保持するこ
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とが抑止力であり、安全保障の重要な資源とするという政策を生み出す力にはなる

であろうし、またこれらはそういう政策をわが国政府が採用したことを示す徴憑で

あるとも言えるであろう。それを端的に表現したのが、防衛庁長官、防衛大臣を歴

任した自民党の異色の政策通・石破茂政調会長（当時）の、２０１１年８月１６日

「報道ステーション」での「原発をなくすべきということを目標とするやり方には

賛成してはおりません。原子力発電というのがそもそも、原子力潜水艦から始まっ

たものですのでね。日本以外のすべての国は、原子力政策というのは核政策とセッ

トなわけですね。ですけども、日本は核を持つべきだと私は思っておりません。し

かし同時に、日本は（核を）作ろうと思えばいつでも作れる。１年以内に作れると。

それはひとつの抑止力ではあるのでしょう。それを本当に放棄していいですかとい

うことは、それこそもっと突き詰めた議論が必要だと思うし、私は放棄すべきだと

は思わない。」との発言である。 
	 	 	 	 実際、以下の事実から、この政策は、非核三原則を国是とした佐藤栄作首相のも

とで確立されたと考えられるのである。 
	 	 	 ・	 佐藤首相のブレーン、国際政治学者の若泉敬は、１９６４年１２月２日付で「中

共の核実験と日本の安全保障」という報告書を首相直属の内閣調査室（現内閣情

報室）に提出した。若泉は、この中で「わが国はあくまでも自ら核武装はしない

という国是を貫くべきだ」としつつ、同時に「何時でもやれるのだという潜在的

な能力」をもつ必要があると強調、「原子力の平和利用に大いに力をそそぐと共に、

他方では日本が国産のロケットによって日本の人工衛星を打ち上げる計画を優先

的に検討するように提案したい」と提言した。 
	 	 	 ・	 既に述べたように、ＮＰＴは、１９６８年６月、国連で採択され、１９７０年

３月、発効したのであるが、わが国がこれに署名したのは、署名受付開始後１年

７ヶ月経過した１９７０年２月、批准をしたのがそれから６年余り経過した１９

７６年６月であった。これは何を意味するのであろうか。 
	 	 	 	 	 実は、この間に驚くべき出来事があったことを、２０１０年１０月放映のＮＨ

Ｋスペシャル「スクープドキュメント	 『核』を求めた日本～被爆国の知られざ

る真実～」が解き明かしてくれた。それによるとわが国の外務省高官と西ドイツ

の外務省高官の秘密協議が、１９６９年２月３日から６日まで、東京と箱根・宮

ノ下で行われ、わが国から「ＮＰＴに署名した後、１０年から１５年のうちに条

約上の義務から免れざるを得ない『非常事態』が起こることを考えている」、「た

とえ国際的な監視が注意深く行われても、日本は核弾頭を製造するための基礎と

なる核物資の抽出を行うことができる」、「もしいつか日本が必要だと思う日が訪

れたら、核兵器をつくることができるだろう」と発言し、ドイツ側の腹をさぐっ

たが、ドイツ側からは「これからの我々の仕事は、核を持っていてもその意味が

ないというように国際政治の基本をつくり替えていくほかない」との優等生的対
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応しかなされなかったとのことである。当時、わが国の外務省の有力者は、ＮＰ

Ｔは、わが国と西ドイツの核武装を阻止することに狙いがあると見なして、わが

国と西ドイツとの連携を模索して、この秘密協議を持ったのだということを、こ

のときの出席者で後に外務次官にまで登り詰めた村田良平（当時外務省国際資料

部調査課長）は、晩年、２０１０年２月に行われたインタビューで明かしている。

西ドイツ側の出席者であるエゴン・バール（当時西ドイツ外務省政策部長で１９

６９年末に首相府副長官となる。）も、インタビューに答えて、「日本のみなさん

は自ら特殊な状況について説明しました。『日本は憲法９条の下、戦力を持たない

ことになっているため、日本の原子力の平和利用に関する研究とロケット技術の

開発に誰も異議を唱えられない。その結果、いつか必要になれば原子力とロケッ

トを結びつけられる。比較的早く核兵器をつくることができる』という考えを示

したのです」と述べている。 
	 	 	 	 	 外務省は、１９６９年９月２５日付外交政策委員会の名で作成した「わが国の

外交政策大綱」（極秘無期限の指定がなされている。）において、核兵器について

は、ＮＰＴに参加すると否とにかかわらず、当面核兵器は保有しない政策はとる

が、核兵器製造の経済的・技術的ポテンシャル（能力）は常に保持するとともに、

これに対する掣肘（せいちゅう）を受けないよう配慮する、又、核兵器の一般に

ついての政策は国際政治・経済的な利害得失の計算に基づくものであるとの趣旨

を国民に啓発するとしている。これは、上述の西ドイツとの秘密協議と整合性を

持ち、核武装のポテンシャルを抑止力とする安全保障政策は、この時期には確固

たるものになっていたことを示していると言えよう。 
	 	 ⑤	 原子力基本法の改正のもつ意味 

	 	 ２０１２年６月２０日に成立した原子力委員会設置法の付則第１２条で、原子

力基本法第２条「基本方針」の規定に「前項の安全の確保については、確立され

た国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに

我が国の安全保障に資することを目的として行うものとする」との第２項を追加

することが定められた。原子力基本法に「安全保障」なる国防分野のテクニカル

タームが挿入されることになったのである。 
	 	 この趣旨について、法文作成を主導した自民党・塩崎恭久衆議院議員は、アメ

リカの原子力規制委員会（ＮＲＣ）に関する規定をモデルとしたものであって原

子力の軍事利用を念頭においたものではない、時の政権が代わればひそかに核武

装をもくろむこともあり得るので、新たに設置される原子力委員会を主体とした

査察強化をすることによって核不拡散に資することを目的としたのであると弁明

している。しかし、核不拡散のための査察は「保障措置」（セーフガード）であっ

て、「安全保障（セキュリティ）」ではない。 
	 そもそも軍事利用も所管するＮＲＣには「公の防衛と安全保障を促進すること」
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が目的とされているのは当然でそれのモデルにしたとすれば、わが国も原子力の

軍事利用があり得ることを認めることになる。さらに、政府は既に２００８年５

月、宇宙基本法を制定し、「国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の

安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。」

（第１４条）と定め、宇宙開発利用を「安全保障」に資するように進めることを

明言している上に、上記の原子力基本法改正と同時に、独立行政法人宇宙航空研

究開発機構法第４条を、「平和の目的に限り」の字句を削除し、「宇宙基本法第２

条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり」に改める改正をしている。

前述の佐藤栄作首相のブレーンであった国際政治学者若泉敬の提言を思い起こし

て欲しい。彼は、ロケットの開発と原子力発電の推進により、いつでも核武装で

きる準備を進めるべきことを提言していたではないか。 
上手の手から水が漏れる。原子力基本法の上記改正は、佐藤内閣のもとで確立

した自民党政権の核武装のポテンシャルを抑止力とする安全保障政策が問わず語

りに滲み出た、もしくはあぶり出されたと見るべきであろう。	  
５	 憲法９条と核武装ポテンシャルを抑止力とする安全保障政策 
（１）	 憲法９条 

憲法９条は、次のように定める。 
第１項	 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する。 
	 	 	 	 第２項	 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。 
	 	 	 この規定の意味、内容は、憲法前文第２段をあわせて解釈すれば、一点の疑義もな

いほどに明確である。即ち、国際法上、独立国家としての固有の権利とされる自衛権

の行使も含めて一切の戦争、武力による威嚇、武力の行使を放棄し、一切の戦力を保

持しないことを宣言し、国家の安全・存立を、国際社会による平和維持の努力に委ね

ることとしているのである。これを絶対的平和主義と言う。 
	 （２）	 絶対的平和主義は我が国が自主的に選んだ道 

① 	 国際的負託を無視した憲法改正作業 
	 	 	 	 日本政府は、ポツダム宣言の受諾・降伏により、万世一系の天皇主権を定め、国

民の権利・自由を制限し、民主主義を否定する大日本帝国憲法を、国民主権、基本

的人権尊重、民主主義と平和主義に立つ憲法に改正する国際的負託を負うことにな

った。 
	 	 	 	 しかし、１９４５年８月１７日発足の東久邇宮内閣も、同年１０月９日発足した

幣原内閣も、閣僚は守旧的勢力が殆どで、天皇主権・国体を維持することに汲々と

し、上記の負託に応えることは全くできなかった。 
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幣原内閣においては、１９４５年１０月２５日、無所任の国務大臣として入閣し

ていた松本蒸治東大教授（商法）を委員長とする「憲法問題調査委員会」が設置さ

れ、当初は憲法の調査・研究にあたることとされたが、間もなく憲法改正案の検討

をし、準備を進めることとなった。しかし、１９４６年２月１日、毎日新聞によっ

てスクープされた「憲法問題調査委員会試案」（これは憲法学者・東大教授宮沢俊義

作成の甲案、乙案のうちの甲案と呼ばれるものであった。）は、「第１条	 日本国ハ

君主国トス」で始まり、ポツダム宣言の受諾・履行とはおよそ縁遠いものであった。

また同年２月８日に、ＧＨＱに提出された同委員会作成の憲法改正要綱（これは松

本案といわれるものである。）も、これと大同小異であった。 
	 	 	 	 一方、民間レベルでは、高野岩三郎・鈴木安蔵らの主宰する憲法研究会が早くも

１９４５年１２月２６日、国民主権とそのもとでの非政治的・儀礼的天皇制、徹底

した基本的人権擁護、平和思想に基づく人格の完成と諸民族の協調をうたう「憲法

草案要綱」をＧＨＱに提出したほか、共産党が主権在民、議会制民主主義、基本的

人権尊重を掲げるの「新憲法の骨子」を発表（同年１１月８日）し、高野岩三郎が

大統領制・共和制を掲げる「改正憲法私案要綱」を発表（同年１２月２８日）する

などポツダム宣言に沿う憲法改正案の検討も進んでいた。 
	 	 ②	 マッカーサー三原則 
	 	 	 	 このような状況下で、天皇を２０個師団の米兵駐留に匹敵すると言い放ち、その

精神的権威を力に日本の占領目的を達成することを目論んでいたマッカーサーは、

天皇の戦争責任を追及しようとする諸国の声が次第に影響力を持ち始めた連合国極

東委員会の介入をおそれ、１９４６年２月３日、ＧＨＱ民生局長ホイットニーに対

し、以下の三原則を示し、ＧＨＱにおいて速やかに日本国憲法草案を作成して日本

政府に提示し、日本政府に憲法改正を急がせることを指示した。 
	 第１項	 天皇は、国の最高位にある。 

皇位は世襲される。 
天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に示された国民

の基本的意思に応えるものとする。 
	 第２項	 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための予防手段

としての戦争、さらに自己の安全を保持するための戦争をも放棄する。日

本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。 
	 	 	 	 	 	 	 	 日本が陸空海軍をもつ権能は、将来も与えられることなく、交戦権が日

本軍に与えられることもない。 
	 	 	 	 第３項	 日本の封建制度は廃止される。貴族の権利は、皇族を除き、現在生存す

る者一代以上には及ばない。 
	 	 	 	 	 	 	 	 華族の地位は、今後どのような国民的または市民的政治権力も伴うもの

ではない。 
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	 	 	 	 	 	 	 	 予算の型は、イギリスの制度にならうこと。 
③	 絶対的平和主義はマッカーサーの発案か 

ところでマッカーサー三原則の第２項は、憲法９条の祖型であり、絶対的平和主

義を宣命していることは一読して了解できるであろう。これは、占領軍の最高司令

官であるマッカーサーが発案したものである、それがＧＨＱ草案に取り入れられ、

日本政府に押し付けられたものである、というのが押し付け憲法論の根幹をなす主

張である。しかし、このような主張は誤りである。 
もともとポツダム宣言も、日本の占領政策の指針や憲法改正を含む統治体制の変

革の方針を指示したアメリカ本国のＳＷＮＣＣ（国務・陸軍・海軍三省調整委員会）

の指示文書も、日本の当面の武装解除と軍国主義の一掃、国民主権、民主主義、基

本的人権の尊重などを明示しているが、将来にわたって絶対的平和主義の体制を要

求した文言はない。当時の国際法は、独立国家の固有の権利としての自衛権を認め、

その行使としての戦争、武力の威嚇、武力の行使を認めていたのであるから、これ

は当然のことと言える。 
たとえば１９２８年８月成立、１９２９年７月発効したパリ不戦条約の第１条は

「締約国は国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし且其の相互関係に於いて

国家の政策の手段としての戦争を放棄することを其の各自の人民の名に於いて厳粛

に宣言す」であった。ここで放棄したのは、国際紛争解決のため戦争、国家の政策

の手段としての戦争、即ち侵略戦争だけであったということに異論は見られない。 
また１９４５年６月確定、同年１０月発効した国連憲章も国連安保理による集団

的安全保障体制の構築を志向しながらも、第５１条で「この憲章のいかなる規定も、

国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平

和と安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利

を害するものではない。以下略。」と、例外的にではあるが、各加盟国が自衛の措置

をとることを認めている。 
要するに当時の国際法の常識は、平和主義といえば、マッカーサー三原則第２項

のような絶対的平和主義ではなく、相対的平和主義だったのである。 
しからばこれはマッカーサー個人の理想精神のなせる業であろうか。断じて否で

ある。マッカーサーは、アメリカ陸軍の最高幹部、歴戦の軍人であり、天皇の存在

は、米軍２０個師団の駐留にも匹敵するとして、天皇を占領政策に利用することを

考えたウルトラ現実主義者である。そのような理想主義に走ることはあり得ない。 
実は、絶対的平和主義を提唱し、マッカーサーに受け入れさせたのは、当時の日

本政府の最高責任者である総理大臣幣原喜重郎その人であったのである。幣原は、

１９４６年１月２４日、マッカーサーとの会談で、敢然として絶対的平和主義を説

いた。幣原の眼目は、天皇の人間化と絶対的平和主義を同時に提案し、イギリス、

オーストラリア、ニュージーランド、ソ連など連合国諸国にくすぶる日本の再軍備
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を危惧し、戦争の権化である天皇制を廃止しようとする声が連合国極東委員会を通

じて、マッカーサー・ＧＨＱに掣肘を加え、天皇廃位、いかなる形であれ天皇制の

存続を認めないといいうところに発展することを封ずることにあった。幣原は、こ

の点について、後に、天皇の人間化と絶対的平和主義を含む憲法を、マッカーサー、

ＧＨＱの命令として出してもらい、押し付けられるようにしたのだと述べている。

いかなる形であれ天皇制を存続させることへの固執は、１９４５年４月５日・日ソ

中立条約破棄通告後も、また同年６月２３日・沖縄戦終結後も、ポツダム宣言受諾

に至るまでの間、ソ連を頼みの綱として、連合国に国体護持の条件を受け入れても

らうように必死に画策した日本政府・外務省の宿痾ともいうべきもので、外交官出

身の幣原も免れがたいところであった。しかし、そうであってもそれと対をなす幣

原の平和への思い、軍備撤廃の思想は、思いつきや方便などではなく、何のために

戦争に反対し、何のために命をかけて平和を守ろうとしたのかとの痛切な思いに発

するもので、生半可なものではなかった。 
幣原は、絶対的平和主義を永久的規定として置くという提案に、マッカーサーも

驚いていたようであったが、当時、国民主権のもとでの天皇制の存続というマッカ

ーサーの構想に対する批判の声が連合国諸国の中にあり、困った立場にあったので、

渡りに舟と、話はうまく行ったとも述懐している。 
一方のマッカーサーは、「憲法９条は幣原首相の先見の明と、経綸の才と英知を示

す不朽の記念塔である」（１９６１年・憲法調査会渡米調査団高柳賢三会長宛てマッ

カーサー書簡）と述べており、幣原の述懐を裏付けている。 
	 	 ④	 文言の変更経緯と絶対的平和主義 

１９４６年２月３日に示されたマッカーサー三原則第２項は、その後、以下の如

く、文言の変更がなされている。 
	 	 	 ・	 ＧＨＱ草案 

第１項	 国権の発動たる戦争は、廃止する。いかなる国であれ他の国との間の

紛争解決の手段としては、武力による威嚇または武力の行使は、永久に

放棄する。 
第２項	 陸軍、海軍、空軍の他の戦力は、将来もあたえられることはなく、交

戦権が国に与えられることもない。 
・	 憲法改正草案（第９０帝国議会への政府原案） 

第１項	 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国

との紛争解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。 
第２項	 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、

これを認めない。 
・	 憲法改正案委員会小委員会おける修正案 

（第９０帝国議会・衆議院に設置された憲法改正案小委員会において、１９４
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６年７月２７日、芦田均委員長が提案したもの） 
第１項	 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海

空軍その他の戦力はこれを保持せず、国の交戦権は、これを否認するこ

とを宣言する。 
第２項	 前項の目的を達するため、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武

力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
・	 憲法改正案委員会小委員会案 

第１項	 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権

の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決

する手段としては、永久にこれを放棄する。 
第２項	 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな

い。国の交戦権は、これを認めない。 
上記変更のうちマッカーサー三原則第２項からＧＨＱ草案の文言への変更につ

いての説明は何もなされていない。ＧＨＱ草案の第１項には「国際紛争を解決す

る手段としては」との限定がなされており、それはパリ不戦条約と同様で、国際

法の常識では「侵略戦争」を否定する定型句であるので、自衛戦争、自衛のため

の武力行使は否定していないと読む余地がある。しかし、第２項の戦力不保持は

無限定であるから、結局は、絶対的平和主義を宣言するものであることは変わら

ない。おそらく、条文化する際の技術的な変更に過ぎないであろう。 
次に帝国議会への政府原案とＧＨＱ草案とは、若干の文言の相違はあるものの

その内容に変更はない。 
さらに憲法改正案委員会小委員会への芦田修正案であるが、政府原案の第１項

と第２項を入れ替え、第２項においては「国際紛争を解決する手段としては」戦

争、武力の行使を放棄したに過ぎないのであるが、第１項において「正義と秩序

を基調とする国際平和を誠実に希求し」、戦力放棄、交戦権否認を明記しており、

全体として絶対的平和主義を宣命するものであることは明らかである。 
では最後の憲法改正委員会小委員会案はどうか。第１項には「国際紛争を解決

する手段としては」との限定があり、さらに第２項において「前項の目的を達す

るため」と受けているので、読み方によっては１項では自衛目的以外の戦争、武

力の威嚇、武力の行使を放棄したものであって、第２項はそうした限定のある戦

争、武力の威嚇、武力の行使の放棄という目的を達するために戦力を保持しない

ことと交戦権を認めないことを明らかにしたものであるとの解釈がなされる余地

がないでもない。現に、後にそのように強弁されることとなった。しかし、憲法

改正委員会小委員会においても、憲法改正委員会においても、さらに衆院本会議

においても、そのような説明、論議は一切なされていない。そればかりか、そも

そも芦田修正案が憲法改正案委員会小委員会案において再修正されていく過程で
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のやりとりで、芦田は、第２項の「前項の目的」とは、「日本国民の平和的希求の

念慮」を指しており、そのままでは１項と重複した言い回しになることを避けて

用いたものであると説明していたのである（１９４６年８月１日、第７回憲法改

正委員会小委員会議事録）。その後、芦田は、憲法改正委員会小委員会議事録が公

開されていなかったことを奇貨として、１９５１年１月１４日付毎日新聞紙上に

おいて、上述した限定解釈ができるように、２項に「前項の目的を達するため」

という文言を付加する修正をしたのだと臆面もなく書いている。これは芦田修正

に関する虚偽のほんの走りで、その後、虚偽の上塗り、芦田日記の改ざんまで行

われた一大スキャンダルに発展したことはこの際省略し、ここでは芦田修正案も

憲法改正委員会小委員会案も絶対的平和主義、従って現在の憲法９条も絶対的平

和主義を宣言したものであることを確認しておこう。 
	 	 ⑤	 絶対的平和主義の受容 
	 	 	 	 絶対的平和主義は、第９０帝国議会における衆議院憲法改正委員会、同小委員会、

及び本会議における議論を通じて、政府及び芦田均憲法改正委員会委員長は、繰り

返し、絶対的平和主義の理想を強調し、憲法制定議会となった第９０帝国議会にお

いて圧倒的な支持を受け、受容された。 
	 	 	 	 また広く国民に支持され、受容されたことも、既に１９４６年３月７日、日本政

府の「憲法改正草案要綱」が新聞発表され、更には同年４月１７日には口語体の「憲

法改正草案」も発表され、国民に新憲法の条項が広く周知された後に行われた毎日

新聞世論調査の結果（同年５月２７日、同紙発表）において、「戦争放棄の条項を必

要と答えた者」の割合は７０パーセント、「不要と答えた者」２８パーセントであっ

たことに端的に示されている。なお「不要と答えた者」の実数５６８人のうち、「侵

略戦争は無論放棄するべきだが、自衛権まで捨てる必要はない者」が１０１人あっ

たことは興味深い結果である。当時、国民の中には、自衛権の行使まで否定するこ

とについては議論がなされ、危惧する者もいたのであるが、それは圧倒的に少数で、

大多数はそれを超克し、積極的に自衛権の行使までも捨てる絶対的平和主義を支持

し、これを受容したのである。 
	 	 	 	 同年１１月３日、新憲法が公布されると、同年１２月１日には、帝国議会内に芦

田均を会長として「憲法普及会」が組織され、政・官・学を総動員して、新憲法普

及の運動が展開された。広く国民を対象とする啓蒙のための講演会の開催、公務員

を対象とする研修会の実施、新憲法の解説書の刊行、「新しい憲法	 明るい生活」と

題する手帳大の小冊子を全世帯に行き渡るように２０００万部発行、文部省による

中学１年生用の社会科教科書「あたらしい憲法のはなし」の刊行、各新聞社の協力

による新憲法に関する懸賞論文募集・発表、はては新憲法啓蒙のための映画、「憲法

音頭」までありとあらゆる手段で、新憲法を国民に普及し、定着させる運動により、

絶対的平和条項は、空気や水のごとく、国民に浸透した。 
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	 	 ⑥	 日本政府は、再検討の必要なしと判断 
	 	 	 	 日本国憲法は、１９４６年８月２４日、賛成４２８、反対８の圧倒的多数で衆議

院で可決し、貴族院送付され、同年１０月６日、貴族院で一部修正のうえ可決、衆

議院に回付、同月７日、衆議院で可決し、枢密院の議を経て、同年１１月３日、公

布された。 
	 	 	 	 一方、連合国極東委員会は、ＧＨＱの憲法改正への係り方に疑念を抱き、ＧＨＱ

の介入による憲法改正手続は、ポツダム宣言の「日本国民の自由に表明する意思」

に反するとの一部の主張に配慮し、同年１０月１７日、新憲法施行後１年以上２年

以内（１９４８年５月３日から１９４９年５月２日の間）に新憲法の再検討をする

ことを決定し、マッカーサーに伝達した。マッカーサーは、これに基づいて、１９

４７年１月３日付書簡で、吉田茂首相に対し、「（前略）。施行後の初年度と第２年度

の間で、憲法は日本人民ならびに国会の正式な審査に再度付されるべきであること

を、連合国は決定した。もし、日本人民がその時点で憲法改正を必要と考えるなら

ば、彼らはこの点に関する自らの意見を直接に確認するため、国民投票もしくはな

んらかの適切な手段を更に必要とするであろう。換言すれば、将来における日本人

民の自由の擁護者として、連合国は憲法が日本人民の自由にして熟慮された意思の

表明であることに将来疑念が持たれてはならないと考えている。（後略）。」と勧告し

た。これに対し、同月６日付で、マッカーサーに対し、「１月３日付の書簡たしかに

拝受致し、内容を仔細に心に留めました。敬具	 	 吉田茂」との返書を送っただけ

で、黙殺した。善解すれば、新憲法は国民の圧倒的支持を得ているので再検討には

及ばないということであろう。 
	 	 	 	 １９４８年３月、吉田内閣にかわって芦田均を首班とする芦田内閣が成立したが、

その年８月に入って、新憲法改正の要否が論じられるようになった。その議論を通

じて、憲法９条を改正せよという見解は皆無で、いくつか技術的な問題点が提起さ

れたにとどまり、そのような問題で国民投票までして改正するようなことは疑問で

あるとの意見が大勢を占め、新憲法改正論議は収束した。 
こうした経過から言えることは、日本政府は、自らの判断で、新憲法を改正する

必要なしと判断したということである。 
	 （３）	 憲法９条の歪曲の歴史 
	 	 	 憲法９条の歪曲の歴史を語るには別に長文の論稿を必要とするであろう。ここでは

日本政府の９条解釈の変遷だけを若干整理してみることとする。それは以下のとおり

である。絶対的平和主義はかくも無残に切り刻まれ、いまや瀕死の淵にあるといわね

ばならない。 
	 ①	 自衛権について 

１９４６年	 ６月	 衆院本会議での吉田首相答弁「９条は直接的には自衛権を放

棄していないが、２項において一切の軍備と国の交戦権を認め
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ない結果自衛権の発動としての戦争も放棄した」 
	 	 	 	 １９５０年	 １月	 衆院本会議での吉田首相施政方針演説「戦争放棄に徹するこ

とは、決して自衛権を放棄するということを意味するものでは

ない」 
	 	 	 	 １９５４年１２月	 鳩山内閣統一見解（衆院予算委での大村清一防衛庁長官答弁）

「憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していな

い」「自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛す

る手段として武力を行使することは、憲法に違反しない」 
	 	 ②	 戦力・自衛力について 
	 	 	 	 １９５２年１１月	 戦力に関する吉田内閣統一見解「①９条２項の戦力とは、近

代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの	 ②陸海軍とは、

戦争目的のために装備編成された組織体	 ③戦力とは人的、物

的に組織化された総合力で、兵器そのものは戦力ではない	 ④

保安隊は組織目的と装備編成から判断して、近代戦争遂行の能

力がないから戦力にはあたらない 
	 	 	 	 １９５４年１２月	 鳩山内閣統一見解（衆院予算委での大村清一防衛庁長官答弁）

「９条は独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。

従って自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的

のための必要相当な実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反

するものではない」 
	 	 	 	 １９７２年１１月	 参院予算委吉國一郎内閣法制局長官答弁「否定されていない

自衛権行使の裏付けとして、自衛のための必要最小限度の実力

を備えることは許されると解されるので、その最小限度を超え

るものが９条２項の戦力である」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参院予算委での田中角栄首相答弁「防衛のため必要な力は、

相手が非常に高速になればこちらも高速にならざるを得ない」

「これは相対的なものであるから相手が強くなればこちらも強

くならなければいかぬ」 
	 	 ③	 海外派兵について 
	 	 	 	 １９８０年１０月	 衆院稲葉誠一議員に対する政府答弁書「海外派兵とは・・・

一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法

上許されない」「海外派遣については、従来これを定義づけたこ

とはないが、武力行使の目的を持たないで部隊を他国に派遣す

ることは憲法上許されないわけではない。しかしながら法律上、

自衛隊の任務、権限として規定されていないものについては、

その部隊を他国に派遣することはできない」 
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	 	 	 	 １９９２年	 ４月	 参院国際平和協力特別委工藤敦夫内閣法制局長官答弁「ＰＫ

Ｏ活動への参加、この場合には・・・我が国が武力行使をする

との評価を受けることはないので、憲法の禁ずる海外派兵にあ

たらない」 
	 	 ④	 自衛権行使の要件・限界 
	 	 	 	 １９５４年	 ４月	 衆院内閣委佐藤達夫法制局長官答弁「いわゆる自衛権の限界

は・・・急迫不正の侵害、即ち現実的な侵害があること、それ

を排除するために他に手段がないこと、さらに必要最小限度そ

れを防御するために必要な方法をとるという三つの原則を厳格

なる自衛権行使の要件と考える」 
	 	 	 	 １９６７年	 ３月	 衆院予算委佐藤首相答弁「わが国が持ち得る自衛力、これは

他国に対して侵略的脅威を与えない、侵略的脅威を与えるもの

であってはならない」 
	 	 	 	 １９７２年１０月	 衆院本会議田中首相答弁「専守防衛ないし専守防御というの

は、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、もっ

ぱらわが国土及びその周辺において防衛を行うこと。これはわ

が国防衛の基本方針であって、この考え方を変えるということ

はない」 
	 	 	 	 １９７８年	 ３月	 参院予算委真田秀夫内閣法制局長官答弁「自衛のための必要

最小限度を超えない実力を保持することは憲法９条２項によっ

ても禁止されておらず、従って右の限界の範囲内にとどまるも

のである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、こ

れを保有することは同項の禁ずるところではない」 
	 	 	 	 １９８１年	 ４月	 衆院楢崎弥之助議員の質問趣意書に対する政府答弁書「必要

最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずし

もわが国の領土、領海、領空に限られるものではない・・・・

それが、具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なる

のでいちがいにはいえない」 
	 	 ⑤	 集団的自衛権について 

１９８１年	 ５月	 衆院稲葉議員の質問趣意書に対する答弁「わが国が、国際法

上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家で

ある以上、当然であるが、憲法９条の下において許容されてい

る自衛権の行使は、わが国を防衛する必要最小限度の範囲にと

どまるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することは

その範囲を超えるものであって憲法上許されないと考える」 
１９９０年１０月	 海部内閣統一見解（衆院国連特別委中山太郎外相答弁）「いわ
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ゆる国連軍に対する関与のあり方としては「参加」と「協力」

とが考えられる」「「参加」とは当該国連軍の司令官の指揮下に

入り、その一員として行動することを意味し、・・・自衛のため

の必要最小限度の範囲を超えるものであって憲法上許されない」

「「参加」に至らない「協力」については、・・・当該国連軍の

武力行使と一体とならないようなものは憲法上許される」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 衆院国連特別委工藤内閣法制局長官答弁「いわゆる携行して

いる武器で、危難を避けるために必要最小限度の、いわば正当

防衛、緊急避難的な武器の使用ということであれば、これは事

態によっては考えられないことではない。・・・本来は回避する

べきところであるが、・・・限定されて認められる」 
（４）	 今、再び憲法９条が輝く時代に 

	 	 	 ２０１２年１２月に発足した第２次安陪内閣は、解釈改憲による集団的自衛権の容

認に踏み込もうとし、さらには、拡大した政治勢力を背景に、国防軍創設を掲げる自

民党「日本国憲法改正草案」を国民に押しつけようとしている。 
これに対して、今、憲法９条の絶対的平和主義とその基礎にある平和的生存権を深

く学び、その先駆性、優位性を理論的に解明し、これまでの解釈改憲の歩みを押し返

し、明文改憲と国防軍創設の企図を押し止めることが国民的運動の喫緊の課題となっ

ている。 
今こそ、９条ルネッサンス、目をアジア、世界にも向け、アジアと世界の構造的貧

困と暴力にメスを入れ、テロと武力による脅迫の連鎖に終止符を打たなければならな

い。 
勿論、憲法９条は、核武装ポテンシャルを抑止力とする安全保障政策を弾劾する。 

６	 まとめ 
	 	 以上見てきたとおりわが国の原発推進政策は、その裏面に核武装のポテンシャルを抑

止力とする安全保障政策を持つものであり、「脱原発」の運動は、その根底に核兵器廃絶

の思想と憲法９条を据えなければ原発推進政策と大きな政策的対決軸を構成することは

できない。そしてそのようにして対決軸を構成する努力をすることは、同時に、今、大

きく盛り上がりつつある憲法改正反対の国民的世論、国内・国際の反核・平和運動と「脱

原発」の運動とが大きく一つとなって、統一した力になることでもある。 
 
参考文献 
・桜井淳「新版原発のどこが危険か	 世界の事故と福島原発」（朝日選書） 
・石川迪夫「原子炉の暴走	 第２版」（日刊工業新聞社） 
・榎本聡明「原子力発電がよくわかる本」（オーム社） 
・竹内敬二「電力の社会史	 何が東京電力を生んだのか」（朝日選書） 



33 
 

・国立国会図書館経済産業調査室・課「福島第一原発事故と４つの事故調査委員会」（調査

と情報・７５６号） 
・吉岡斉「新版原子力の社会史	 その日本的展開」（朝日選書） 
・同「脱原子力国家への道」（叢書・「震災と社会」・岩波書店） 
・春名幹男「原爆から原発へ	 マンハッタン計画という淵源」（「世界」２０１１年６月号	 

岩波書店） 
・中日新聞連載「日米同盟と核」 
・常石敬一「原発とプルトニウム	 パンドラの箱を開けてしまった科学者たち」（ＰＨＰサ

イエンスワールド新書） 
・寺島実郎「脳力のレッスン緊急編・いま原子力をどう位置づけるのか－より国家が責任

を持つ体制を求めて」（「世界」２０１１年８月号	 岩波書店） 
・山崎正勝・太田昌克・池田香代「緊急座談会	 なぜ原子力基本法は改悪されたのか」（「世

界」２０１２年８月号	 岩波書店） 
・山岡淳一郎「原発と権力－戦後から辿る支配者の系譜」（ちくま新書） 
・加藤哲郎・井川充雄編「原子力と冷戦」（花伝社） 
・ステファニー・クック「原子力	 その隠蔽された真実」（飛鳥新社） 
・「ＮＨスペシャル」取材班「核を求めた日本－被爆国の知られざる真実」（光文社） 
・長谷川毅「暗闘	 スターリン、トルーマンと日本降伏」（中公文庫／上・下） 
・古関彰一「日本国憲法の誕生」（岩波現代文庫） 
・同上「憲法９条はなぜ制定されたか」（岩波ブックレット） 
・竹前栄治「戦後占領史」（岩波同時代ライブラリー） 
・芦部信喜「憲法	 新訂補訂版」（岩波書店） 
・浦部法穂「憲法学教室」（日本評論社） 
・田中伸尚「憲法９条の戦後史」（岩波新書） 
・昭和３９年２月憲法調査会事務局「幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事

情について（平野三郎氏記）」 
・深瀬忠一「戦争放棄と平和的生存権」（岩波書店） 
・幣原喜重郎「外交５０年」（中公文庫） 
・平野三郎「天皇と象の肉」（けやき出版） 
・山中永之佑ら「資料で考える憲法	 第２版」（法律文化社） 
・岩田行雄編・著「検証・憲法九条の誕生	 増補・改訂第四版」（自費出版） 
 


